
小山工業高等専門学校図書情報センター一般開放実施要項 

 

制  定 平成１２年４月１日 

最終改正 平成１８年４月１日 

 

１ この要項は、小山工業高等専門学校図書情報センター（以下「図書情報センター」という。）

規程第４条第３号及び第９条第３項の規定に基づき、図書情報センターの一般開放に関して

必要な事項を定める。 

２ 図書情報センターの一般開放は、本校の教育・研究に支障のない範囲において行うものと

する。 

３ 図書情報センターの利用を申し出た一般の利用者（以下「一般利用者」という。）が図書

情報センター資料を閲覧しようとするときは、入館に際し、氏名、住所及び連絡先を受付簿

に記入しなければならない。 

４ 閲覧、貸し出し、及び規律については、図書情報センター規程第８条、第９条第１項第１

号、及び第１０条から第１４条までを準用する。ただし、第９条第２項の図書情報センター

資料は、原則閲覧、館外貸し出しを行わないものとする。 

５ 一般利用者が館外貸出を受けようとするときは、「図書情報センター利用者カード」を提

示しなければならない。 

 ①「図書情報センター利用者カード」の交付は「図書情報センター利用者カード交付申込書」

（別紙様式１）に、身分を証明する書類を提示して、本校総務課図書情報係へ提出するも

のとする。 

 ②「図書情報センター利用者カード交付申込書」の申込内容に変更が生じたとき、「図書情

報センター利用者カード」を紛失したときは、すみやかに本校総務課図書情報係へ届け出

るものとする。 

６ その他この要項に定めのない事項については、図書情報センター運営委員会の議を経て別

に定めるものとする。 

   附 則 

 この要項は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

     附 則 

 この要項は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 

 



別紙様式１ 
 

 校  長  図書情報 
 センター長 

総務課長 図書情報係長 図書情報係員 

  

 

   

 

平成  年  月  日 

 

図書情報センター利用者カード交付申込書 

 

 小山工業高等専門学校長 殿 

 

                    申込者 氏名              

 

 貴校図書情報センターを利用したく、図書情報センター利用者カードの交付を申し込みます。 

 なお、利用に際しては「小山工業高等専門学校図書情報センター規程」「小山工業高等専門

学校図書情報センター一般開放実施要項」「図書情報センター利用案内」、掲示及び図書情報

センター職員の指示事項等を遵守します。 

 

記 
 

 （フリガナ） 
 氏    名  

                                             年  月  日生  

 自  宅   住  所   〒  － 

 自宅電話番号   

 勤務先または 
 学  校   名  

 （勤務先または学校の電話番号：               ） 

 

（注）中学生のかたは、保護者の同意を得て記入して下さい。  
 
氏  名  

 

住  所  
 〒   －   

 
 保  
 護  
 者  

電話番号  
 

  
 受付年月日   

 登録年月日   

 登録番号   

 交付年月日   

 
「図書情報センター利用者カード」を受領しました。 
 
 平成  年  月  日  
 
   氏  名  

 


